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 　規　　　模 ： 増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の 1/2 以下
 　一体／分離 ： 増改築部分と既存部分が構造上分離
 　適用ケース： 【既存部分】耐力壁を釣り合いよく配置する等の規定に適合することを確かめること
　　　　　　　　　　　　　によって、構造耐力上安全であることを確かめたものとみなす場合

　
　

　　構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件は、次のとおりです。

　 （１）構造耐力上主要な部分（※１）（令第 137条の 2第一号イ、平 17国交告第 566号第１第一号）
　　①構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関
　　　係規定（※２）に適合させること。
　　②構造上分離されたする既存部分について、耐力壁を釣り合いよく配置する
　　　こと等の基準（※３）に適合することを確かめること。
　　③構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定（※４）に適合さ
　　　せること。

ケース
ⅡＡ
１．構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件

　 （２）建築設備及び屋根ふき材等（平 17国交告第 566号第１第ニ号及び第三号）
　　　建築設備及び屋根ふき材等について、一定の規定（平 17国交告第 566号
　　第１第ニ号及び第三号）に適合させること。

　　　※１　構造耐力上主要な部分とは、令第１条第三号に掲げる構造耐力上主要な部分の
　　　　　　ことをいいます。
　　　※２　耐久性等関係規定とは、令第 36条第１項に掲げる耐久性等関係規定のことを
　　　　　　いいます。

　　　※４　仕様規定とは、令第３章（第８節を除く。）の規定及び法第 40条の規定に基
　　　　　　づく条例の、構造耐力に関する制限を定めた規定のことをいいます。

　　　※３　耐力壁を釣り合いよく配置する等とは、令第 42条、令第 43条並びに令第 46
　　　　　　条の規定に適合させることをいいます。
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木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き

EXP.J

既存部分
増改築
部分　　　　 【増改築部分】現行の仕様規定に適合させる場合　　　　　　　　　

　　　　

（１）構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等
　　  関係規定に適合していることを示す図書

　　構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関係
　規定に適合していることを示す図書が必要になります。
　　耐久性等関係規定に適合していることを示す図書については、ケースⅠＡ２.（１）
　を参照してください（本項では解説を省略します。）。

４ 

緩
和
条
件
適
合
図
書

２．主な緩和条件適合図書
　　ここでは、平 17国交告第 566号の改正告示の施行（平成 21年９月１日）
　により変更された、構造耐力上主要な部分に関する緩和条件適合図書について
　解説します。

（２） 構造上分離された既存部分について、耐力壁を釣り合いよく配置する等
　　 の基準に適合していることを示す図書

　　構造上分離された既存部分について、耐力壁を釣り合いよく配置すること等
　の基準に適合していることを示す図書が必要になります。
　　耐力壁を釣り合いよく配置する等の基準に適合していることを示す図書につ
　いては、ケースⅠＡ２.（２）を参照してください（本項では解説を省略します。）。

　　構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合してい
　ることを示す図書が必要になります。
　　仕様規定に適合していることを示す図書についてはケースⅠＡ２.（３）を参照
　してください（本項では解説を省略します。）。

（３）構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合する
　　  ことを示す図書
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 　規　　　模 ： 増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の 1/2 以下
 　一体／分離 ： 増改築部分と既存部分が構造上分離

　　構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件は、次のとおりです。

　 （１）構造耐力上主要な部分（※１）（令第 137条の 2第一号イ、平 17国交告第 566号第１第一号）
　　①構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関
　　　係規定（※２）に適合させること。
　　②構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定（※３）に適合さ
　　　せること。
　　③構造上分離された既存部分について、耐震診断基準（※４）によって地震
　　　に対して安全な構造であることを確認すること（新耐震基準（※ 5）に適
　　　合させることで、地震に対して安全な構造であることを確認することもで
　　　きる。）。
　　④構造上分離された既存部分について、地震以外に対し、構造耐力上安全で
　　　あることを確認すること。

　 　適用ケース： 【既存部分】耐震基準に適合させる場合（新耐震基準に適合させる場合も含む。）

ケース
ⅡＢ
１．構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件

　 （２）建築設備及び屋根ふき材等（平 17国交告第 566号第１第ニ号及び第三号）
　　　建築設備及び屋根ふき材等について、一定の規定（平 17国交告第 566号
　　第１第二号・第三号）に適合させること。

　　　※１　構造耐力上主要な部分とは、令第１条第三号に掲げる構造耐力上主要な部分の
　　　　　　ことをいいます。
　　　※２　耐久性等関係規定とは、令第 36条第１項に掲げる耐久性等関係規定のことを
　　　　　　いいます。

　　　※４　耐震診断基準とは、平 18国交告第 185号に定める基準のことをいいます。

　　　※５　新耐震基準とは、昭和 56年 6月 1日における建築基準法又はこれに基づく命                                                                                                                                                
                  令若しくは条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、地震に係
　　　　　　る部分に限る。）に限る。）のことをいいます。

　　　※３　仕様規定とは、令第３章（第８節を除く。）の規定及び法第 40条の規定に基
　　　　　　づく条例の、構造耐力に関する制限を定めた規定のことをいいます。
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木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き

EXP.J

既存部分
増改築
部分　　　　 【増改築部分】現行の仕様規定に適合させる場合

（１）構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等
　　  関係規定に適合していることを示す図書
　　構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関係
　規定に適合していることを示す図書が必要になります。
　　耐久性等関係規定に適合していることを示す図書については、ケースⅡＡ２.（１）
　を参照してください（本項では解説を省略します。）。

（２）構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合する
　　  ことを示す図書
　　構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合することを示
　す図書が必要になります。
　　仕様規定に適合していることを示す図書については、ケースⅡＡ２.（３）を参
　照してください（本項では解説を省略します。）。

　　①　構造上分離された既存部分について、耐震診断基準によって
　　　　地震に対して安全であることを確かめたことを示す図書

　　構造上分離された既存部分について、耐震診断基準に適合する必要がありま
　す。平 18国交告第 184号・第 185号に定める耐震診断の基準に基づき、耐
　震診断を行い、安全な構造であることを確かめたことについて、図書に明示し
　ます。
　　なお、耐震診断及び、耐震補強の方法については、（財）日本建築防災協会発
　行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」等を参考としてください。

（３）既存部分の地震に対する安全性の確認について、耐震診断基準
　　  （①）によるか、又は新耐震基準（②）に適合させるかの、いずれ
　　  かが必要になります。

４ 

緩
和
条
件
適
合
図
書

２．主な緩和条件適合図書
　　ここでは、平 17国交告第 566号の改正告示の施行（平成 21年９月１日）
　により変更された、構造耐力上主要な部分に関する緩和条件適合図書について
　解説します。
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　　②　構造上分離された既存部分について、新耐震基準に適合する
　　　　ことで、地震に対して安全であることを確認する場合の図書

　　構造上分離された既存部分について、耐震診断基準への適合に代えて、新耐
　震基準（※）に適合することで、地震に対して安全であることを確認すること
　ができます。
　　なお、新耐震基準のうち構造部材の耐久等に係る規定に適合するものである
　ことの確認にあたっては、現地調査に基づき建築物の構造耐力上主要な部分の
　損傷、腐食その他の劣化の状況を直接確認した上で行う必要があります。

　※　新耐震基準とは、昭和 56年６月１日における建築基準法又はこれに基づ
　　　く命令若しくは条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、　
　　　地震に係る部分に限る。）に限る。）のことをいいます。
　　　条文の内容については、P.52 ～ 56を参照ください。

　

 　規　　　模 ： 増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の 1/2 以下
 　一体／分離 ： 増改築部分と既存部分が構造上分離
 　適用ケース： 【既存部分】耐震基準に適合させる場合（新耐震基準に適合させる場合も含む。）

ケース
ⅡＢ

　　構造上分離された既存部分について、構造計算等によって、構造耐力上安全
であることを確認した構造計算書等が必要になります。当該構造計算書等につい
ては、ケースⅠＢ２.（３）②を参照してください（本項では解説を省略します。）。

（４）既存部分の地震以外に対する安全性を確認したことを示す図書
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木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き

EXP.J

既存部分
増改築
部分　　　　 【増改築部分】現行の仕様規定に適合させる場合

４ 

緩
和
条
件
適
合
図
書
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 　規　　　模 ： 増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の 1/2 以下
 　一体／分離 ： 増改築部分と既存部分が構造上分離
 　適用ケース： 【既存部分】構造計算によって、構造耐力上安全であることを確認する場合

ケース
ⅡＣ 　

　　構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件は、次のとおりです。

　 （１）構造耐力上主要な部分（※１）（令第 137条の 2第一号イ、平 17国交告第 566号第１第一号）
　　①構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関
　　　係規定（※２）に適合させること。
　　②構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定（※３）に適合さ
　　　せること。
　　③構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、構造計算に
　　　よって構造耐力上安全であることを確認すること。

１．構造耐力関係規定の緩和を受けるための条件

　 （２）建築設備及び屋根ふき材等（平 17国交告第 566号第１第ニ号及び第三号）
　　　建築設備及び屋根ふき材等について、一定の規定（平 17国交告第 566号
　　第１第二号及び第三号）に適合させること。

　　　※１　構造耐力上主要な部分とは、令第１条第三号に掲げる構造耐力上主要な部分の
　　　　　　ことをいいます。
　　　※２　耐久性等関係規定とは、令第 36条第１項に掲げる耐久性等関係規定のことを
　　　　　　いいます。
　　　※３　仕様規定とは、令第３章（第８節を除く。）の規定及び法第 40条の規定に基
　　　　　　づく条例の、構造耐力に関する制限を定めた規定のことをいいます。
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木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き

EXP.J

既存部分
増改築
部分　　　　【増改築部分】構造計算によって、構造耐力上安全であることを確認する場合

（１）構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等
　　  関係規定に適合していることを示す図書

　　構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、耐久性等関係
　規定に適合していることを示す図書が必要になります。
　　耐久性等関係規定に適合していることを示す図書については、ケースⅡＡ２.（１）
　を参照してください（本項では解説を省略します。）。

（２）構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合している
　　  ことを示す図書

　　構造上分離された増改築部分について、現行の仕様規定に適合していること
　を示す図書が必要になります。
　　仕様規定に適合していることを示す図書については、ケースⅡＡ２.（３）を参
　照してください（本項では解説を省略します。）。　

（３）構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれについて、構造計算
　　  によって構造耐力上安全であることを示す図書

　　構造上分離された既存部分と増改築部分のそれぞれにおいて、構造計算によっ
　て構造耐力上安全であることを確認した構造計算書等が必要になります。
　　当該構造計算書等については、ケースⅠＢ２.（３）を参照してください（本項
　では解説を省略します。）。

４ 

緩
和
条
件
適
合
図
書

２．主な緩和条件適合図書
　　ここでは、平 17国交告第 566号の改正告示の施行（平成 21年９月１日）
　により変更された、構造耐力上主要な部分に関する緩和条件適合図書について
　解説します。




